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森林法第７条の２第３項の規定において準用する第５条第４項

の規定に基づき、この国有林の地域別の森林計画の一部を変更す

る。

この変更は、林内路網の整備を促進し森林整備の推進を図るた

め、林道の開設その他林産物の搬出に関する事項を変更するもの

である。

（利用上の注意）

① 総数と内訳の計が一致しないのは、単位未満の四捨五入によ

るものである。

② ０は、単位未満のものである。
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Ⅱ 計画事項

７ 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

（２）開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等については、別表６のとお

り計画する。

別表６ 開設又は拡張すべき林道の種類別及び箇所別の数量等

単位 延長：km、面積：ha、材積：m3

開設 種類 位 置 路 線 名 箇所 延 長 利 用 面 積 備考

拡張 (市町村) 数 面 積 材 積

別 針葉樹 広葉樹

開設 自動 中津川市 高時山(カシモ谷) 1 0.60 40 7,428 359

車道 阿寺タツガヒゲ 1 0.60 60 8,129 525

小 計 2 1.20 100 15,557 884

計 2 1.20 100 15,557 884

注 利用区域の面積及び材積は、当該開設路線の利用対象となる地域の数量である。

単位 延長：ｍ

開設拡 種 類 位 置 路 線 名 箇所数 延 長 備 考

張別 （市町村）

拡 張 路盤工外 中津川市 白川付知 5 100

瀬戸川高樽 5 90

阿寺タツガヒゲ 8 130

恵那山 6 155

恵那山(上流) 2 40

夕森田立(川上線) 2 40

川 上 1 100

高時山(カシモ谷) 1 20

オケゴヤ 2 30

出水谷 1 20

橋ｹ谷 1 20

乙女谷 1 20

黒井沢 1 20

巣 乗 1 20

巣乗支線 1 20

臼ｹ久保 1 20

大滝(下) 1 20

栃の木洞 1 20
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単位 延長：ｍ

開設拡 種 類 位 置 路 線 名 箇所数 延 長 備 考

張別 （市町村）

拡 張 路盤工外 中津川市 賤母沢 3 150

小 計 44 1,035

恵那市 恵那山 6 105

阿木恵那 8 95

白井沢合川(白井沢) 6 85

白井沢合川(合川) 6 80

阿岳鯉子 2 40

ホコロ沢 1 20

恵那市 檜根(下流側) 1 40

城 山 1 20

水晶山 2 40

木の実支線 1 20

小 計 34 545

計 78 1,580


